
1. 総代会制度について
　　信用金庫は、会員同士の｢相互信頼｣と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を尊重する協同組織金融機関です。したがっ

て、会員は出資口数に関係なく、１人１票の議決権を持ち、当金庫の経営に参加することができます。
　　当金庫では、37,921名（2021年3月末現在）とたくさんの皆さまに会員として出資していただいており、総会の開催は困難であること

か ら、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
　　この総代会は、定款の変更や役員の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は、会員の意見が当金庫

の経営に反映されるよう、会員の中から適正な手続により選任された総代により運営されています。
　　さらに、当金庫では、総代会に限定することなく、会員懇談会を実施するなど、日常の事業活動を通じて、総代や会員の皆さまとのコ

ミュニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取組んでおります。
　　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、お近くの営業店までお寄せください。

2. 総代とその選任方法

（1）総代の任期・定数・年齢
・ 総代の任期は3年です。
・ 補欠又は増員により選任された総代の任期は、他の総代

の残任期間と同一とします。
・ 総代の定数は、80人以上110人以下で、会員数に応じて

各選任区域ごとに定められております。
　2021年3月31日現在の総代数は92人、会員数は37,921人

です。
・ 総代は就任の時点において満77歳を超えない会員とします。

（2）総代候補者選考基準
①資格要件  ･ 当金庫の会員であること
②適格要件 ･ 当金庫の総代として相応しい見識を有して
　　　　　　 いること

（3）総代の選任方法
総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に
反映する重要な役割を担っております。よって、当金庫の総
代として相応しい見識を有していることを基準として、厳格
な手続きにより選任されます。
総代の選考手続は以下のとおりです。
①会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
②その総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
③その総代候補者が会員の信任を受ける。

3. 120期通常総代会の決議事項

　第120期通常総代会において、次の事項が付議され、それぞれ
原案のとおり了承されました。

総代会開催日　2021年６月25日（金）
議事
報告事項
・ 監査報告
・ 第120期業務報告、貸借対照表及び損益計算書の内容報告

決議事項
　第１号議案　第120期　剰余金処分案承認の件
　第２号議案　理事7名選任の件
　第３号議案　退任理事に対し退職慰労金贈呈の件
　第４号議案　総代候補者選考委員22名選任の件
　第５号議案　会員除名の件

総代が選任されるまでの手続きについて

総代の氏名等（敬称略，店舗順）

総代会は、会員の意見を適正に反映するための制度です。

※丸数字は就任回数
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選考委員の
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異論申出期間（公告後2週間以内）

総代候補者
の選考

2

当該総代候補者の数が選任
区域の総代定数の1/2以上

総代の氏名を、1週間以上店頭掲示

総代の
選任

3

地区を7区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

総代会の決議により、各選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

選考委員が総代候補者を選考 理事長に報告

総代候補者の氏名を、1週間店頭掲示 左記掲示について茨城新聞に公告

選任区域の会員数の1/3以上
の会員から申出があった総代
候補者

当該総代候補者の数が選任
区域の総代定数の1/2未満

a.またはb.を選択

会員からの異論の申出が選任
区域の会員数の1/3未満（異議
の申出がない場合を含む）で
あった総代候補者

b. 欠員（選考を行なわない）（上記の 　以下の手続きを経て）
a. 他の候補者を選考
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理事長が総代に委嘱

（2021年6月30日現在）
選任区域 人数 氏　名

大日方健一⑩　小倉敏行⑦　野原千明⑤　大山貞雄⑤　加藤初江④
小西泰雄④　人見愛子② 　鶴岡正顯① 　四宮英男① 石黒雅子①

　宮田　通⑦ 　川崎　勝④ 　小貫勝重④ 　菊池和代③ 生井裕司⑦
　和泉田武雄② 　長谷川仁一① 　関　和子① 　大木　誠②

鈴木貞行⑤　山中將平⑧　大橋みち子②　石川康夫①　齊藤文雄①
北山英明①　桑原正信⑩　 　須永和彦④ 　齋藤行信① 伊藤龍司①

　峯　　栄④ 　蓮見　聡① 　初見周一⑥ 　並木義雄④ 荒川重男①
木内恒夫⑫　栗原弘治⑬　関　朗彦⑥　小松原裕②　野永美枝子③
酒井基子④　飯田正之①　丸山寛司④　飯田久夫②
仙波郁雄⑦　増渕町子③　森　重正①　安澤輝夫④　橋本位知朗②
長谷川克己①　佐竹克文②
栗原茂雄⑦　平田三郎④　塚田　隆④　櫻井　清⑤　鯨井道子④
古橋　勇①　柴　正一③　西山　勉⑥　小川敏雄⑤
染谷秀雄①　倉持一彦①　神達良司①　松野浩之①　古沢富二夫⑤
倉田豊二⑨　倉持光一⑥　中嶌正史⑥　寺田幸子①

中澤　正⑤　長倉宏行⑤　大畑陽子④　中山　栄②　飯島　栄①
　青木繁政⑥ 　国府田多美子④ 　 　中西悦夫⑥ 小林孝浩③
　

三反崎洋⑥
　志賀野明範④ 　野間貴雄① 　石島宏二⑪　 柴　光昭⑩

　
大木二三男⑤

　野手　満① 　鈴木陽一⑥ 　高山栄彦⑥ 神戸　一⑥
　

堀江久男①
　杉山善彦③ 　水越豊子③ 　黒澤善弘①

1区

2区

3区

4区

5区

6区

7区

19名

23名

15名

9名

7名

9名

9名

定款の変更や役員の選任等総 代 会

会　員

①総代会の決議に基づき理事長が選考
　委員を委嘱し、選考委員の氏名を店頭掲示

②選考基準に基づき
　総代候補者を選考選 考 委 員

総 代

③理事長は、総代候補者の氏名を店頭掲示し、
　所定の手続きを経て、会員の代表として総代を委嘱

総代候補者

職業別構成比
職業 人数 構成比率

法人代表者 65 71.4
法人・役員 15 16.5
個人事業主 9 9.9
個人 2 2.2
合計 91 100.0

業種別構成比
業種 人数 構成比

01製造業 18 19.8
02農業 2 2.2
03林業 0 　0.0
04漁業 　0 　0.0
05鉱業 　0 　0.0
06建設業 13 14.3
07電気・ガス・熱供給・水道 　0 　0.0
08運輸・通信業 9 9.9
09卸売業・小売業・飲食店 21 23.1
10金融保険業 0 　0.0
11不動産業 4 4.4
12サービス業 22 24.1
13個人 2 2.2
合計 91 100.0

年齢構成比
年代 人数 構成比率

40歳代 3 3.3
50歳代 14
60歳代 27 29.7

15.4

70歳代 47 51.6
80歳代 0 0.0
合計 91 100.0

会員の総意を適正に反映するための制度

総代会
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■結城信用金庫組織図 （2021年7月1日現在）

（1）報酬体系の概要
【基本報酬及び賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代
会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高
限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任
年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ
勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、各監事
の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定
しております。

【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上
し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。

（2）2020年度における対象役員に対する報酬等の支払総額
　当該年度に支払った対象役員に対する報酬等の支払総額は100
百万円であります。

（注）1. 対象役員に該当する理事は７名、監事は１名です（期中に退任した者を含む）。
 2. 上記の内訳は、「基本報酬」88百万円、「退職慰労金」11百万円となってお

ります。なお、「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年
度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引
当金の合計額です。

（3）その他
　「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、
報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産
の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定め
るものを定める件」（平成24年3月29日付金融庁告示第22号）
第2条第1項第3号及び第6号並びに第2項第3号及び第6号に該当
する事項はありませんでした。

1. 対象役員
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務
執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で
構成されております。

2. 対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連結子法人等の
役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える
者をいいます。
　なお、2020年度において、対象職員等に該当する者はおりません。

■役職員の報酬体系について

■役員の紹介
理 事 長
常 務 理 事
常 勤 理 事
常 勤 理 事

（代表理事）
（代表理事）

石塚　清博
石島　睦
北川　法幸

（2021年7月1日現在）

常 勤 理 事
理 事
理 事

池田　芳伸
水越　修一
岩﨑　広行

常 勤 監 事
監 事
監 事

池田　久仁
赤岩　茂
冨山　一郎

（注1）監事・赤岩茂は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事であります。
（注2）理事・岩﨑広行、常勤理事・北川法幸は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ」に基づく職員外理事であります。
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組織図・役員・役職員の報酬体系
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能島　達也




